
鹿 児 島 情 報 ビ ジ ネ ス 公 務 員 専 門 学 校 学 則  

 

第１章    組  織  

 

（ 目 的 ）  

第 １ 条   本 校 は 地 域 社 会 の 発 展 に 貢 献 す る た め 、 常 に 流 動 、 進 展 を 続 け て い る 社 会 情

勢 に 即 応 で き る 人 材 の 育 成 を 行 う こ と を 目 的 と す る 。  

 

（ 名 称 ）  

第 ２ 条   本 校 は 、 鹿 児 島 情 報 ビ ジ ネ ス 公 務 員 専 門 学 校 と す る 。  

 

（ 位 置 ）  

第 ３ 条   本 校 の 位 置 を 鹿 児 島 県 鹿 児 島 市 東 千 石 町 １ ９ 番 ３ ２ 号 に 置 く 。  

 

 

第２章    課程及び学科、修業年限、定員並びに休業日  

 

（ 課 程 、 学 科 、 修 業 年 限 、 定 員 ）  

第 ４ 条   本 校 の 課 程 、 学 科 及 び 修 業 年 限 並 び に 定 員 は 次 の と お り と す る 。  

 

課 程 名      学  科  名  
昼 夜  

別  
修 業 年 限  入 学 定 員  総  定  員  備 考  

工 業  

専 門 課 程  

シ ス テ ム 工 学 科  昼  ３ 年  ２ ０ 名  ６ ０ 名   

情 報 シ ス テ ム 科  昼  ２ 年  ２ ０ 名  ４ ０ 名   

商業実務 

専門課程 

総 合 ビ ジ ネ ス 科  昼  ２ 年  ３ ０ 名  ６ ０ 名   

医 療 秘 書 科  昼  ２ 年  ３ ０ 名  ６ ０ 名   

公 務 員 科 （ ２ 年 制 ）  昼  ２ 年  ４ ０ 名  ８ ０ 名   

公 務 員 科 （ １ 年 制 ） ４ 月 入 学  昼  １ 年  ３ ０ 名  ３ ０ 名   

公 務 員 科（ １ 年 制 ）１ ０ 月 入 学  昼  １ 年  １ ０ 名  １ ０ 名   

国 際 ビ ジ ネ ス 科  昼  ２ 年  ４ ０ 名  ８ ０ 名   

文 化 ・ 教 養  

専 門 課 程  

日 本 語 科 １ 年 コ ー ス  昼  １ 年  ２ ０ 名  ２ ０ 名   

日 本 語 科 １ .５ 年 コ ー ス  昼  １ .５ 年  ２ ５ 名  ５ ０ 名   

日 本 語 科 ２ 年 コ ー ス  昼  ２ 年  ４ ０ 名  ８ ０ 名   

計  ３ ０ ５ 名  ５ ７ ０ 名   

       

（ 学 年 、 学 期 ）  

第 ５ 条   本 校 の 学 年 は 、 ４ 月 １ 日 に 始 ま り 翌 年 ３ 月 ３ １ 日 に 終 わ る 。  

  ２   但 し 、 公 務 員 科 （ １ 年 制 ） １ ０ 月 入 学 は １ ０ 月 １ 日 に 始 ま り 翌 年 ９ 月 ３ ０

日 に 終 わ る 。  

 

 



   ３  日 本 語 科 １ .５ 年 コ ー ス を 除 く 学 科 の 学 期 は 、 次 の と お り と す る 。  

前 期   ４ 月 １ 日 か ら ９ 月 ３ ０ 日 ま で  

後 期   １ ０ 月 １ 日 か ら 翌 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で  

     但 し 、 公 務 員 科 （ １ 年 制 ） １ ０ 月 入 学 の 学 期 は 、 次 の と お り と す る 。  

     前 期  １ ０ 月 １ 日 か ら 翌 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で  

     後 期  翌 年 ４ 月 １ 日 か ら ９ 月 ３ ０ 日 ま で  

４  日 本 語 科 １ .５ 年 コ ー ス の 学 期 は 、 次 の と お り と す る 。  

     第 １ 期  １ ０ 月 １ 日 か ら 翌 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で  

     第 ２ 期  翌 年 ４ 月 １ 日 か ら ９ 月 ３ ０ 日 ま で  

     第 ３ 期  翌 年 １ ０ 月 １ 日 か ら 翌 々 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で  

 

（ 休 業 日 ）  

第 ６ 条   本 校 の 休 業 日 は 、 次 の と お り と す る 。  

（ １ ） 日 曜 日 ・ 土 曜 日  

（ ２ ） 国 民 の 祝 日 に 関 す る 法 律 で 規 定 す る 日  

（ ３ ） 夏 期 休 業    

（ ４ ） 冬 期 休 業    

（ ５ ） 春 期 休 業    

（ ６ ） 創 立 記 念 日  

（ ７ ） そ の 他 校 長 が 必 要 と 認 め た 日  

  ２  前 項 の 夏 期 休 業 、 冬 期 休 業 及 び 春 期 休 業 に つ い て は 、 別 に 定 め る 。  

  ３  第 1 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 履 修 の 継 続 性 の 観 点 か ら 妥 当 で あ る と 校 長 が  

    認 め た と き は 、 連 続 し た 長 期 休 業 を 設 け る こ と が あ る 。  

    な お 、 当 該 長 期 休 業 に つ い て は 、 別 に 定 め る 。  

  ４  教 育 上 必 要 が あ り 、 か つ 、 や む を 得 な い 事 情 が あ る と 校 長 が 認 め た と き は  

    第 3 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 休 業 日 に 授 業 を 行 う こ と が あ る 。  

                     

 

第３章    教育課程、授業時数及び教員組織  

 

（ 教 育 課 程 、 授 業 時 数 ）  

第 ７ 条   本 校 の 教 育 課 程 及 び 授 業 時 数 は 、 別 表 の と お り と す る 。  

 

（ 始 業 及 び 終 業 ）  

第 ８ 条   本 校 の 始 業 及 び 終 業 の 時 刻 は 、 次 の と お り と す る 。  

９ 時 １ ５ 分 か ら ３ 時 １ ０ 分 ま で と す る 。  

   ２  但 し 、 日 本 語 科 の 始 業 及 び 終 業 の 時 刻 は 、 次 の と お り と す る 。  

    ９ 時 ３ ０ 分 か ら ４ 時 ５ ０ 分 ま で と す る 。  

   ３  前 二 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 季 節 に よ り 、 ま た 教 育 上 の 必 要 に よ り 変 更 す る

こ と が あ る 。  

 

 



（ 教 職 員 組 織 ）  

第 ９ 条   本 校 に 次 の 教 職 員 を 置 く 。  

（ １ ） 校   長       １ 名  

（ ２ ） 専 任 教 員       １ ２ 名 以 上  

（ ３ ） 講   師       必 要 に 応 じ て 置 く  

（ ４ ） 助   手       必 要 に 応 じ て 置 く  

（ ５ ） 事 務 職 員       ４ 名 以 上  

（ ６ ） 学 校 医       １ 名  

２  前 項 の 専 任 教 員 の う ち ２ 名 以 上 は 日 本 語 科 に 置 き 、 そ の う ち  

１ 名 は 日 本 語 科 の 主 任 教 員 と す る 。 ま た 、 日 本 語 科 に は 講 師  

３ 名 以 上 を 置 き 、 及 び 生 活 指 導 担 当 者 （ 専 任 ） を 置 く 。  

３   校 長 は 、 校 務 を 掌 り 、 所 属 職 員 を 監 督 す る 。  

 

 

第４章       入学、休学、退学、卒業及び賞罰  

 

（ 入 学 資 格 ）  

第 1 0 条   日 本 語 科 を 除 く 本 校 の 入 学 資 格 は 、 次 の と お り と す る 。  

（ １ ） 高 等 学 校 を 卒 業 し た 者  

（ ２ ） 通 常 の 課 程 に よ る １ ２ 年 の 学 校 教 育 を 修 了 し た 者 （ 通 常 の 課 程 以 外 の 課

程 に よ り 、 こ れ に 相 当 す る 学 校 教 育 を 修 了 し た 者 を 含 む ）  

（ ３ ） 外 国 に お い て 学 校 教 育 に お け る １ ２ 年 の 課 程 を 修 了 し た 者  

（ ４ ） 文 部 科 学 大 臣 の 指 定 し た 者  

（ ５ ） 修 業 年 限 が ３ 年 の 専 修 学 校 の 高 等 課 程 を 修 了 し た 者  

（ ６ ） 本 校 に お い て 、 高 等 学 校 を 卒 業 し た 者 に 準 ず る 学 力 が あ る と 認 め た 者  

２   日 本 語 科 お よ び 国 際 ビ ジ ネ ス 科 の 入 学 資 格 は 、 次 の 条 件 を い ず れ も  

満 た し て い る こ と と す る 。  

   （ １ ） １ ２ 年 以 上 の 学 校 教 育 又 は そ れ に 準 ず る 課 程 を 修 了 し て い る 者  

   （ ２ ） 正 当 な 手 続 き に よ っ て 日 本 国 へ の 入 国 を 許 可 さ れ 、 又 は 許 可 さ れ る  

見 込 み の あ る 者  

 

（ 入 学 時 期 ）   

第 1 1 条   本 校 の 入 学 時 期 は 次 の と お り と す る 。  

毎 学 年 の 初 め と す る 。  

 ２    但 し 、 公 務 員 科 （ １ 年 制 ） １ ０ 月 入 学 及 び 日 本 語 科 １ .５ 年 コ ー ス は １ ０ 月

と す る 。  

 

（ 入 学 手 続 き ）  

第 1 2 条   本 校 の 入 学 手 続 き は 次 の と お り と す る 。  

（ １ ）  本 校 に 入 学 し よ う と す る 者 は 、 本 校 の 定 め る 入 学 願 書 に 必 要 事 項 を

記 入 し 、 入 学 選 考 料 を 添 え て 提 出 し 、 受 験 票 の 交 付 を 受 け な け れ ば

な ら な い 。  



 

（ ２ ） 前 号 の 手 続 き を 終 了 し た 者 に 対 し て 入 学 試 験 を 行 い 、 入 学 者 を 決 定 す

る 。  

（ ３ ） 本 校 に 入 学 を 許 可 さ れ た 者 は 、 指 定 さ れ た 期 日 ま で に 第 ２ ０ 条 に 示 す

入 学 金 を 納 入 し て 入 学 手 続 き を と ら な け れ ば な ら な い 。  

（ ４ ） 入 学 方 法 に つ い て は 、 別 に 規 程 を 設 け る 。  

（ ５ ） 授 業 料 等 の 減 免 に つ い て は 、 別 に 規 程 を 設 け る 。  

 

 

 

（ 休 学 、 復 学 ）  

第 1 3 条   学 生 が 疾 病 そ の 他 や む を 得 な い 事 由 に よ っ て 、 ６ ０ 日 以 上 休 学 す る 場 合

は 、 診 断 書 及 び そ の 事 由 を 記 し た 休 学 届 け を 提 出 し 、 校 長 の 許 可 を 受 け な

け れ ば な ら な い 。  

２   前 項 の 者 が 復 学 し よ う と す る 場 合 は 、 届 け 出 て 復 学 す る こ と が で き る 。  

 

（ 成 績 評 価 ）  

第 1 4 条  授 業 科 目 の 成 績 評 価 は 、 学 年 末 に お い て 、 学 期 毎 に 行 う 試 験 、 実 習 の 成

果 、 履 修 状 況 等 を 総 合 的 に 勘 案 し て 行 う 。  

２   成 績 の 評 価 は 優 、 良 、 可 、 不 可 と し 、 卒 業 （ 進 級 ） は 可 以 上 と す る  

 

（ 課 程 修 了 の 認 定 、 卒 業 ）  

第 1 5 条   前 条 に 定 め る 授 業 科 目 の 成 績 評 価 に 基 づ い て 、 校 長 は 課 程 修 了 の 認 定 を 行

う 。  

２   所 定 の 修 業 年 限 以 上 に 在 学 し 、 課 程 を 修 了 し た と 認 め た 者 に は 、 卒 業 証 書

を 授 与 す る 。  

 

（ 称 号 の 授 与 ）  

第 1 6 条   前 条 に よ り 、 工 業 専 門 課 程 シ ス テ ム 工 学 科 、 情 報 シ ス テ ム 科 を 修 了 し た 者

は 専 門 士 （ 工 業 専 門 課 程 ） を 、 ま た 商 業 実 務 専 門 課 程 総 合 ビ ジ ネ ス 科 、 医

療 秘 書 科 、 公 務 員 科 (２ 年 制 )、 国 際 ビ ジ ネ ス 科 を 修 了 し た 者 は 専 門 士 （ 商

業 実 務 専 門 課 程 ） と 称 す る こ と が で き る 。  

 

（ 表 彰 ）  

第 1 7 条   学 生 が そ の 成 績 、 性 行 と も に 優 れ 他 の 模 範 と な る 時 は 、 褒 賞 す る こ と が あ

る 。  

 

（ 退 学 ）  

第 1 8 条  退 学 し よ う と す る 者 は 、 そ の 事 由 を 記 し た 退 学 届 け を 提 出 し 、 校 長 の 許 可

を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

 

 



 

（ 懲 戒 処 分 ）  

第 1 9 条   校 長 が 教 育 上 必 要 と 認 め た と き は 、 次 の 懲 戒 処 分 を 行 う 。  

（ １ ） 訓  告  

（ ２ ） 停  学  

（ ３ ） 退  学  

２   前 項 の 退 学 は 、 生 徒 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に の み 行 う も の

と す る 。  

（ １ ） 性 行 不 良 で 改 善 の 見 込 み が な い と 認 め ら れ る 者  

（ ２ ） 学 力 劣 等 で 成 業 の 見 込 み が な い と 認 め ら れ る 者  

（ ３ ） 正 当 の 理 由 が な く し て 出 席 が 常 で な い 者  

（ ４ ） 学 校 の 秩 序 を 乱 し 、 そ の 他 学 生 と し て の 本 分 に 反 し た 者  

 

第５章    入学金、授業料、その他  

 

（ 納 付 金 ）  

第 2 0 条   日 本 語 科 を 除 く 本 校 の 学 費 は 次 の と お り と す る 。  

課 程 名      学  科  名  
入  学  金  

(入 学 時 のみ ) 

授  業  料  

（ 年 額 ）  

施 設 設 備 費  

（ 年 額 ）  

合  計  

工   業  

専 門 課 程  

シ ス テ ム 工 学 科    1 5 0 , 0 0 0    6 0 0 , 0 0 0    3 0 0 , 0 0 0    1 , 0 5 0 , 0 0 0 

情 報 シ ス テ ム 科  1 5 0 , 0 0 0    6 0 0 , 0 0 0    3 0 0 , 0 0 0    1 , 0 5 0 , 0 0 0 

商 業 実 務  

専 門 課 程  

総 合 ビ ジ ネ ス 科    1 5 0 , 0 0 0    6 0 0 , 0 0 0    2 0 0 , 0 0 0    9 5 0 , 0 0 0 

医 療 秘 書 科    1 5 0 , 0 0 0    6 0 0 , 0 0 0    2 0 0 , 0 0 0   9 5 0 , 0 0 0  

公 務 員 科 (２ 年 制 )  1 5 0 , 0 0 0    6 0 0 , 0 0 0    2 0 0 , 0 0 0   9 5 0 , 0 0 0  

公 務 員 科 (１ 年 制 )４ 月 入 学  1 5 0 , 0 0 0    6 0 0 , 0 0 0    2 0 0 , 0 0 0   9 5 0 , 0 0 0  

公 務 員 科 (１ 年 制 )１ ０ 月 入 学  1 5 0 , 0 0 0    6 0 0 , 0 0 0    2 0 0 , 0 0 0   9 5 0 , 0 0 0  

国 際 ビ ジ ネ ス 科  1 0 0 , 0 0 0   5 8 0 , 0 0 0   2 0 0 , 0 0 0   8 8 0 , 0 0 0  

 

  ２   日 本 語 科 の 学 費 は 次 の と お り と す る 。  

課 程 名      学  科  名  
入 学 金  

(入 学 時 の み ) 
授  業  料  

そ の 他  

納 付 金  

入 学  

検 定 料  
合   計  

文化 ・教 養  

専門課程  

日 本 語 科  

１ 年 コ ー ス  
4 0 , 0 0 0    5 5 0 , 0 0 0  1 1 0 , 0 0 0  2 0 , 0 0 0    7 2 0 , 0 0 0  

日 本 語 科  

１ .５ 年 コ ー ス  
4 0 , 0 0 0     8 2 5 , 0 0 0  1 4 5 , 0 0 0  2 0 , 0 0 0  1 , 0 3 0 , 0 0 0  

日 本 語 科  

２ 年 コ ー ス  
4 0 , 0 0 0   1 , 1 0 0 , 0 0 0  2 2 0 , 0 0 0  2 0 , 0 0 0  1 , 3 8 0 , 0 0 0  

 

第 2 1 条  既 に 納 付 し た 納 付 金 は 、 原 則 と し て 返 還 し な い 。  

２  入 学 式 の ３ 日 前 ま で に 入 学 辞 退 の 意 思 表 示 を 行 っ た 者 に つ い て は 、 入 学 金 及



び 入 学 選 考 料 を 除 く 授 業 料 等 を 返 還 す る 。  

第 2 2 条   休 学 す る 者 に 対 し て は 、 休 学 期 間 中 の 授 業 料 は 徴 収 し な い 。  

 

 

（ 除 籍 ）  

第 2 3 条   授 業 料 そ の 他 の 納 付 金 を 届 出 な く ３ ヶ 月 以 上 滞 納 し た 者 は 除 籍 す る こ と が

で き る 。  

 

（ 健 康 診 断 ）  

第 2 4 条   健 康 診 断 は 、 毎 年 １ 回 、 別 に 定 め る と こ ろ に よ り 実 施 す る 。  

 

 

 

 

第６章    別   科  

 

（ 附 帯 教 育 事 業 ）  

第 2 5 条   本 校 に 別 科 を 置 く 。 名 称 、 年 限 、 定 員 は 次 の と お り と す る 。  

 

     名    称   修  業  年  限    定  員    備  考  

   専   攻   科       ６ ヶ 月    ２ ０ 名  男 女  

 

 ２    前 項 の 他 に 科 目 履 修 生 の 受 け 入 れ を 行 う こ と が で き る 。 科 目 履 修 生 に つ い

て は 、 本 科 生 の 教 育 課 程 及 び 授 業 時 数 に 準 ず る も の と す る 。  

 

 

第７章       補   足  

 

第 2 6 条   こ の 学 則 の 実 施 に つ い て の 必 要 な 事 項 は 、 校 長 が 別 に 定 め る 。  

 

 

     附   則  

１ .  こ の 学 則 は 、 昭 和 6 2 年 ４ 月 １ 日 よ り 施 行 す る 。  

２ .  こ の 学 則 は 、 平 成 ２ 年 ４ 月 １ 日 に 改 正 す る 。  

３ .  こ の 学 則 は 、 平 成 ５ 年 ４ 月 １ 日 に 改 正 す る 。  

４ .  こ の 学 則 は 、 平 成 ６ 年 ４ 月 １ 日 に 改 正 す る 。  

５ .  こ の 学 則 は 、 平 成 ６ 年 1 1 月 １ 日 に 改 正 す る 。  

６ .  こ の 学 則 は 、 平 成 ７ 年 １ 月 1 0 日 に 改 正 す る 。  

７ .  こ の 学 則 は 、 平 成 ８ 年 ４ 月 １ 日 に 改 正 す る 。  

８ ． こ の 学 則 は 、 平 成 ９ 年 ４ 月 １ 日 に 改 正 す る 。  

９ ． こ の 学 則 は 、 平 成 1 1 年 ４ 月 １ 日 に 改 正 す る 。  



1 0 .  こ の 学 則 は 、 平 成 1 2 年 ４ 月 １ 日 に 改 正 す る 。  

1 1 .  こ の 学 則 は 、 平 成 1 3 年 ４ 月 １ 日 に 改 正 す る 。  

1 2 .  こ の 学 則 は 、 平 成 1 4 年 ４ 月 １ 日 に 改 正 す る 。  

1 3． こ の 学 則 は 、 平 成 1 5 年 ４ 月 １ 日 に 改 正 す る 。  

1 4． こ の 学 則 は 、 平 成 1 8 年 ４ 月 １ 日 に 改 正 す る 。  

1 5 .  こ の 学 則 は 、 平 成 1 9 年 4 月 1 日 に 改 正 す る 。  

1 6． こ の 学 則 は 、 平 成 2 0 年 4 月 1 日 に 改 正 す る 。  

1 7． こ の 学 則 は 、 平 成 2 4 年 4 月 1 日 に 改 正 す る 。  

1 8 .  こ の 学 則 は 、 平 成 2 7 年 4 月 1 日 に 改 正 す る 。  

1 9． こ の 学 則 は 、 平 成 2 8 年 4 月 1 日 に 改 正 す る 。  

2 0 .  こ の 学 則 は 、 平 成 2 9 年 4 月 1 日 に 改 正 す る 。  

2 1 .  こ の 学 則 は 、 平 成 2 9 年 1 0 月 1 日 に 改 正 す る 。  

2 2 .  こ の 学 則 は 、 平 成 3 0 年 4 月 1 日 に 改 正 す る 。  

2 3 .  こ の 学 則 は 、 平 成 3 1 年 4 月 1 日 に 改 正 す る 。  

2 4 .  こ の 学 則 は 、 令 和 2 年 4 月 1 日 に 改 正 す る 。  

2 5． こ の 学 則 は 、 令 和 4 年 4 月 1 日 に 改 正 す る 。  

2 6． こ の 学 則 は 、 令 和 5 年 4 月 1 日 に 改 正 す る 。  

 


